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１．地方公営企業の経営の原則

＜経営の基本原則＞
 地方公共団体 （地方自治法第2条第14項）

「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、

最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。 」

 地方公営企業 （地方公営企業法第3条）

「地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように

運営されなければならない。」

→経営にあたり，公共性を重視するのが原則であるが，合わせて経済性（合理性と能率性）とのバラン

スを取ることが求められる

＜財政上の原則＞
1. 独立採算の原則と特別会計の設置 （地方財政法第6条、同施行令第37条、地方公営企業法第17条、第17条の2第2項）

地方公営企業の経費は、その経営に伴う収入（下水道使用料）をもって充てなければならない。

地方公営企業の経理は、特別会計を設けて行うものとする。

2. 経費の負担区分の原則 （地方財政法第6条、地方公営企業法第17条の2第1項）

経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費，能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって

充てることが客観的に困難であると認められる経費（非能率的な経費）は一般会計（又は他の特別会計）において負担

→一般会計と下水道事業会計の間の財政規律の保持が求められる中，国（総務省）の地方公営企業に対する

一般会計繰出基準により，一般会計が負担する基準額を計算
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◆公営企業とは？
地方公共団体が，住民の福祉の増進を目的として設置し，直接経営する企業活動
の総称（下水道事業のほか，水道事業，病院事業等も該当）
→一般行政事務：主として租税を財源に事務事業を実施
公営企業：利用者からの料金収入で事業活動実施

→収入と支出が密接な
関連性を有している



２．公営企業会計の決算の特徴

 公会計の決算としての側面
収入・支出の予定額を定めた予算に対し，現実にどのような収入・支出が行われたのか（予算の執行実績）を表示

予算と対比した執行実績は，決算書のうち決算報告書において，款・項までの大括りの区分で報告

ただし，地方公営企業の予算は収入及び支出の大綱を定める（地方公営企業法第24条第1項）もので，

現金の支出を伴わない費用＜減価償却費・資産減耗費等＞については，予算の超過支出が認められているなど

予算が支出を統制するという側面は，官庁会計予算に比べると弱い

 企業の決算としての側面
経営成績を示す損益計算書，財政状態を示す貸借対照表をはじめ，経営実績を決算書類として報告

企業の経営状況を明らかにし，翌事業年度以降の経営の方向性を検討するための基礎資料として活用

下水道施設の老朽化に伴う経費の増加や今後の中長期的な人口減少に伴う下水道使用料収入の減少見込みといった
今後の経営環境の大きな変化を踏まえ，経営状況の把握と分析を進め，中長期的な視点に立った経営基盤の強化や財

政マネジメントの向上を図ることで，持続可能な経営を目指すことが必要であると判断し，
令和２年度から公営企業会計へ移行
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公営企業会計の決算の特色として，
以下の企業の決算としての側面が重視される



決算附属書類

②損益
計算書

①決算報告書

(1)収益的収入
及び支出

(2)資本的収入
及び支出

決算書類

③剰余金
計算書

④剰余金処分
計算書

（欠損金処理
計算書）

⑤貸借
対照表

⑥事業
報告書

３．官庁会計と公営企業会計の決算書の違い

⑦キャッシュ・
フロー
計算書

⑧収益
費用
明細書

⑨固定資産
明細書

⑩企業債
明細書

決算附属書類

歳入歳出
決算事項別
明細書

実質収支に
関する
調書

財産に
関する
調書

決算書

歳入歳出
決算書

官庁会計

公営企業会計

※令和２年度のみ，決算報告書に(3)特例的収入及び支出も記載 3

※決算書類が決算の認定対象



４．決算関係書類の概要（１）

名称 説明 解説ﾍﾟｰｼﾞ

①決算報告書 「収益的収支」・「資本的収支」に区分した予算の執行実績を表す報告書 5-8ページ

②損益計算書 会計年度期間中（１年間）の経営成績を明らかにするため，全ての収益と費用
を記載し，収益から費用を差し引いた損益（利益又は損失）を表示した報告書

9ページ

③剰余金計算書 資本のうち，剰余金の年度中の増減内容を示す報告書 10ページ

④剰余金処分計算書又は
欠損金処理計算書

剰余金計算書のうち，未処分利益剰余金（又は未処理欠損金）の処分（処理）
についての計算書

11ページ

⑤貸借対照表 年度末時点の財政状態を明らかにするため，全ての資産・負債及び資本を表
示した報告書

12ページ

名称 説明 解説ﾍﾟｰｼﾞ

⑥事業報告書 決算年度における下水道事業の経営実績の概要に関する報告書 14ページ

⑦キャッシュ・フロー計算書 会計年度期間中（１年間）の資金の収入・支出に関する情報を
３つの活動区分別に表示した報告書

15ページ

⑧収益費用明細書 ②損益計算書の収益・費用に関する内訳（科目別）の説明書 16ページ

⑨固定資産明細書 ⑤貸借対照表の固定資産に関する内訳（科目別）の説明書 17ページ

⑩企業債明細書 ⑤貸借対照表の企業債に関する内訳（年度別）の説明書 18ページ

決算書類一覧

決算附属書類一覧

4



４．決算関係書類の概要（２）
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①決算報告書
「収益的収支」・「資本的収支」に区分した予算の執行実績を表す報告書
※令和２年度のみ，公営企業会計移行前年度の令和元年度決算を令和２年３月末で
打ち切ったことに伴い，「特例的収支」も計上

地方公営企業法第26条第2項の
規定による繰越額
→事故繰越しによる繰越があった場
合に計上

予算額の欄は前年度からの繰越額，
決算額の右の欄は次年度への繰越
額を表示

地方公営企業法第24条第3項の
規定による支出額
→業務量の増加に伴い収入が増加
する場合に，支出予算の枠を超えて
それに要する経費を支出した場合に
その金額を計上

減価償却費など現金の支出を伴わ
ない費用については，予算額を超え
る支出が認められていることから，決
算額が予算額を超過し，不用額がマ
イナスとなる場合もあり

出典：地方公営企業法の適用に関するマニュアル（総務省）

収益的収支の消費税及び地方消費税について
→決算報告書は，予算に対する執行実績を示すため，消費

税込の金額で表示し，消費税を含めた総額での計上が義務
付けられている予算と対比

※決算報告書以外では，収益的収支を消費税抜の金額で
表示することから，同じ決算書の中で金額が異なる場合あり＜決算報告書のイメージ＞

収益的収支
→会計年度期間中の事業活動により発生した収益及び費用（現金の収支を伴わないものを含む）



４．決算関係書類の概要（３）
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出典：地方公営企業法の適用に関するマニュアル（総務省）

建設改良費の繰越や事故繰越しによる繰越があった場合に計上

資本的支出の消費税及び地方消費税について
→資本的収支は，現金の収支を伴うものを計上し，

収支の不足額は補てん財源によって賄うという資金
の流れを表すことから，収益的収支と異なり，決算報
告書以外においても消費税込の金額で表示

資本的収入額が資本的支出額に不足する額（資本的収支不足額）を補てんした財源の内訳について，欄外に記載

資本的収入
→資本的支出の財源

のうち，企業債・補助金
・負担金など企業外部
から調達した収入補助金

他会計負担金

建設改良費
→下水道管新設工事

など固定資産の取得
につながる支出

企業債償還金
→過年度に借り入れ

た企業債の元金償還
金（利子償還金は収
益的支出の支払利息
に計上）

資本的収支
→資産・負債の増減に係る収入・支出のうち，現金の収支を伴うもの



４．決算関係書類の概要（４）
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れいにゅう

長期前受金戻入
（現金の収入を
伴わない収益）

（収益的収支）

下水道
使用料

雨水処理
負担金等減価償却費

（現金の支出を
伴わない費用）

補修工事費・利
子償還費など
の管理運営費

資本的収支
不足額

資本的収入には，資本的支出の財源のうち，企業債
の借入額など企業外部から調達した収入のみを計
上する。このため，資本的収支の不足額が発生
→主に収益的支出の減価償却費等の現金の支出を

伴わない費用の計上により下水道事業会計の内部
に蓄えられた資金を補てん財源として補てん

資

本

的

支

出

資

本

的

収

入

補助金・
負担金等

企業債

建設改良費・
固定資産購入費

企業債
償還金

（資本的収支）

収

益

的

支

出

収

益

的

収

入

実質減価償却費
→減価償却費から長期前
受金戻入を差し引いた実質
減価償却費は，現金の支
出を伴わないため，下水道
事業会計内部に資金として
蓄えられる

当年度純利益
（支出＞収入の場合は
当年度純損失）
→補てん財源として蓄えら
れる金額の増減に影響



４．決算関係書類の概要（５）
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れいにゅう

長期前受金戻入
（現金の収入を
伴わない収益）

会計年度期間中の事業活動により発生した収益及び費用
※現金の収支を伴わないものを含む

下水道
使用料

雨水処理
負担金等減価償却費

（現金の支出を
伴わない費用）

補修工事費・利
子償還費など
の管理運営費

実質減価償却費
→減価償却費から長期前
受金戻入を差し引いた実質
減価償却費は，現金の支
出を伴わないため，下水道
事業会計内部に資金として
蓄えられる

当年度純利益
（支出＞収入の場合は
当年度純損失）
→補てん財源として蓄えら
れる金額の増減に影響

雨水処理負担金
雨水処理に要する経費に対する一般会計からの負担金
（経費の全額を一般会計が負担）

長期前受金戻入

過去にもらった補助金・一般会計負担金等の固定資産の
財源（長期前受金）を，減価償却費・資産減耗費に応じ，各
年度の収益に分割して計上（＝収益化）したもの。減価償却
費の財源の一部となる

減価償却費

老朽化に伴う固定資産の経済的価値の減耗分を標準耐
用年数の期間にわたり，各年度の費用に分割して計上（＝
費用化）したもの

資本的収支
不足額

資本的収入には，資本的支出の財源のうち，企業債
の借入額など企業外部から調達した収入のみを計
上する。このため，資本的収支の不足額が発生
→主に収益的支出の減価償却費等の現金の支出を

伴わない費用の計上により下水道事業会計の内部
に蓄えられた資金を補てん財源として補てん

資

本

的

支

出

資

本

的

収

入

補助金・
負担金等

企業債

資本的支出の財源として，企業外部から調達
した収入を計上
※補助金・負担金等として収入したものは，負債科
目の長期前受金（繰延収益）に計上。
次年度以降に，収益的収入の長期前受金戻入と
して，収益化することとなる

建設改良費・
固定資産購入費

主な財源を，企業債や補助金・負
担金など企業外部から調達
※建設改良費・固定資産購入費として
支出したものは，固定資産に計上。
次年度以降に，収益的支出の減価償
却費として，費用化することとなる

企業債
償還金

財源を企業外部
から調達するこ
とが困難である
ため，資本的収
支が不足する主
な要因となる

資産・負債の増減に係る
収入・支出のうち，現金の
収支を伴うもの

収

益

的

支

出

収

益

的

収

入

（収益的収支）（資本的収支）
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出典：地方公営企業法の適用に関するマニュアル（総務省）

②損益計算書
会計年度期間中（１年間）の経営成績を明らかにするため，
全ての収益と費用を記載し，収益から費用を差し引いた
“損益（利益又は損失）”を表示した報告書

損益計算書と収益的収支の関係
→損益計算書は，消費税及び地方消費税の影響を除い
た税抜きの収益的収支と同額

※議案では，損益計算書（消費税抜）と決算報告書の収
益的収支（消費税込）の金額の対応関係がわかるよう，注
記

総収益 － 総費用

営業利益＋営業外収益－営業外費用

＝経常利益＋特別利益－特別損失

営業収益－営業費用

消費税抜

公営企業の「利益」の意味
→資本的支出の補てん財源や積立金として，企業債の
償還や建設改良費（設備投資）の支出のために活用
＜住民のために活用する公共的・社会的必要余剰＞
※損益が赤字であった場合（損失が発生した場合）は，
補てん財源として蓄えられる資金が減少 ③当年度純利益

②経常利益

①営業利益

４．決算関係書類の概要（６）



４．決算関係書類の概要（７）

10 出典：地方公営企業法の適用に関するマニュアル（総務省）

③剰余金計算書
資本のうち，剰余金の年度中の増減内容を示す報告書

＜剰余金計算書のイメージ＞ 消費税抜

利益剰余金は，未処分利益剰余金と積立金で構成
・未処分利益剰余金
→公営企業の経営活動の結果として生じた利益の累積額のうち，使い道を特定していないもの
未処分利益剰余金がマイナスの場合は，「未処理欠損金」となる。

・積立金
→使い道を特定した利益剰余金（＝処分済利益剰余金）

前年度に資本金・剰余金
の処分（使い道の特定）を
行った場合には，前年度
処分額の欄を追加



４．決算関係書類の概要（８）
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出典：地方公営企業法の適用に関するマニュアル（総務省）

④剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
③剰余金計算書のうち，未処分利益剰余金（又は未処理欠損金）の処分（処理）
についての計算書
※処分：使い道を特定すること

消費税抜

資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金

当年度末残高 197,657,757 32,781,668 3,984,964

議会の議決による処分額 0 0 △3,984,964

減債積立金への積立 0 0 △3,984,964

処分後残高 197,657,757 32,781,668
（繰越利益剰余金）

0

剰余金計算書の当年度末残高と一致

・当年度未処分利益剰余金を処分する場合は，
上表の「剰余金処分計算書」により，議会の議
決を経なければならない

・当年度未処理欠損金があり，その欠損金を補
てんする場合は，下表の「欠損金処理計算書」
により，欠損金の処理状況を報告
→令和２年度決算は欠損金処理計算書で報告

・未処分利益剰余金（未処理欠損金）の処分
（処理）を行わない場合であっても，それを行わ
なかったことを示すため，本計算書を作成

・前年度末に欠損金（繰越欠損金）があり，当年
度に利益（当年度未処分利益剰余金）が生じた
場合は，議会の議決を経ることなく，その利益
で繰越欠損金を埋めなければならない

・前年度末に利益（繰越利益剰余金）があり当
年度に欠損が生じた場合は，議会の議決を経
ることなく，その利益で当年度に生じた欠損金を
埋めなければならない

＜剰余金処分計算書のイメージ＞

消費税抜

資本金 資本剰余金 未処理欠損金

当年度末残高 55,000,000 0 △2,500,000

利益積立金からの繰入 0 0 2,000,000

処理後残高 55,000,000 0
（繰越欠損金）

500,000

＜欠損金処理計算書のイメージ＞

・利益の処分として特定の目的のため利益を積み立てる場合は，その使い道を示す名称の科目に積
み立てなければならない（減債積立金，建設改良積立金，利益積立金など）
・積み立てた積立金をその目的以外の使い道に使用する場合は，議会の議決が必要

出典：公営企業の実務講座（地方財務協会）



４．決算関係書類の概要（９）

出典：地方公営企業法の適用に関するマニュアル（総務省） 資産の合計額 ＝ 負債の合計額＋資本の合計額

流動資産
→現金預金，未収金（貸倒引当金をマイナス表示），前
払費用などで構成
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※貸倒引当金
→年度末時点の未収金等の債権のうち，回収
することが困難と予想される額を見積もって計
上したもの

⑤貸借対照表
年度末時点の財政状態を明らかにするため，
全ての資産・負債及び資本を表示した報告書 消費税抜

資本の部の科目は，返済が不要な財源
（現世代が負担）

固定負債及び流動負債は，
今後返済が必要となる財源
（将来世代が今後負担）

繰延収益は，工事等を行ううえで
過去にもらった財源（補助金・負担金等）を
長期前受金として計上し，固定資産の耐用
年数に応じ将来に繰り延べるもの
＜返済が不要な，会計上の負債＞

固定負債
→１年を超えて（翌々年度以降）支払期限が到来する債務

R2予算の場合：R4年度以降に返済

流動負債
→１年以内（翌年度）に返済する債務

R2予算の場合：R3年度中に返済

資産は，企業により所有され，
一定の経済的価値を有する
全てのもの

有形固定資産
→土地・建物・管路施設等の構築物等の経済的価値を評
価し，資産として計上（＝資産化）したもの

無形固定資産
→他市の建設工事を負担金として負担した場合などに有
する法律上の権利を資産化したもの
（流域下水道に対する建設改良負担金，三鷹市雨水貯留
施設建設負担金等）

資本金
→公営企業会計移行当初時点では，資産合計額から
負債合計額及び剰余金を差し引いた額

剰余金
→資産合計額から負債合計額を差し引いた額（企業の
正味財産）のうち，資本金を超えた額
・資本取引から生じる「資本剰余金」
・毎事業年度の利益を源泉とする「利益剰余金」
で構成



４．決算関係書類の概要（１０）
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下水道事業会計決算に係る注記事項
財務諸表の作成にあたり採用した会計処理の基準及び手続を，地方公営企業法施行規則第３５条に基づき，注記

● 重要な会計方針に係る事項に関する注記
・固定資産の減価償却の方法
減価償却の方法（定額法），資産の主な耐用年数について記載

・引当金の計上方法
退職給付引当金，賞与引当金，貸倒引当金について記載

・消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式であることを記載

● キャッシュ・フロー計算書に関する注記 （令和２年度決算では該当なし）
・資金の増加又は減少を伴わない取引のうち，重要な影響を与えるものが生じた際に記載

● 貸借対照表に関する注記
・企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債のうち，一般会計が負担すると見込まれる額を記載

● セグメント情報に関する注記（本市では区分していない）
・企業活動を事業活動の特徴等により区分した事業単位の情報を記載

（例）公共下水道，特定公共下水道，農業集落排水施設等に区分
雨水処理事業と汚水処理事業に区分

● その他の注記 （令和２年度決算では該当なし）
・減損損失，リース契約により使用する固定資産，重要な後発事象などが生じた際に記載



４．決算関係書類の概要（１１）
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地方公営企業法施行規則 別記第１４号（第４８条関係）様式より

⑥事業報告書
決算年度における下水道事業の経営実績の概要に関する報告書

経営実績のほか，工事実績，業務実績，重要な契約の要旨や
企業債の概況などの会計実績等を記載
※事務報告書にも，本報告書以外の主な業務実績を掲載

R2決算の業務量の実績，企業債の概況を，議案等説明会資料３
４ページ・９ページに記載
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出典：地方公営企業法の適用に関するマニュアル（総務省）

⑦キャッシュ・フロー計算書
会計年度期間中（１年間）の資金の収入・支出に関する情報を
３つの活動区分別に表示した報告書

業務活動
CF

投資活動
CF

財務活動
CF

概要

① プラス マイナス マイナス

本業の業績は概ね良
好であり，有利子負債
（企業債）残高を減少さ
せつつ建設改良に係る
投資も実施しているた
め，比較的良好な経営
状況にあると想定され
る

② プラス マイナス プラス

本業の業績は概ね良
好であるが，建設改良
に係る投資財源を有利
子負債（企業債）に依
存し，かつその残高が
増加しているため，今
後の返済負担増加が
想定される

③ マイナス マイナス プラス

本業の業績が厳しく，
建設改良に係る投資財
源に加え，日常の運転
資金も有利子負債（企
業債）に依存している
可能性があるなど，資
金繰りが非常にタイト
になっていると想定さ
れる

＜キャッシュ・フロー計算書の読み方の例＞

４．決算関係書類の概要（１２）



４．決算関係書類の概要（１３）
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⑧収益費用明細書
②損益計算書の収益・費用に関する
内訳（科目別）の説明書

損益計算書（消費税抜の収益的収支）
と対応する款・項・目・節までの金額及
び節ごとの積算内訳を表示

※資本的収支の主な内訳については，
・決算関係書類の事業報告書
・事務報告書
に記載

＜収益費用明細書のイメージ＞



４．決算関係書類の概要（１４）
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⑨固定資産明細書
⑤貸借対照表の固定資産に関する
内訳（科目別）の説明書

出典：地方公営企業法の適用に関するマニュアル（総務省）

消費税抜

・固定資産の増加額には，資本的支出のうち建設改良費（消費税及び地方消費税を除い
た額）のほか，受贈資産等が含まれる
・固定資産の減少額には，資産を除却した際の資産減耗費も含まれる



４．決算関係書類の概要（１５）

18

⑩企業債明細書
⑤貸借対照表の企業債に関する
内訳（年度別）の説明書

出典：地方公営企業法の適用に関するマニュアル（総務省）


